
（別添）

セーフティネット支援対策等事業実施要綱の新旧対照表

1

改 正 後 現 行

セーフティネット支援対策等事業の実施について

（別紙）

セーフティネット支援対策等事業実施要綱

１（略）

２ 本事業の実施主体は、都道府県、市区町村、社会福祉協

議会（以下「社協」という。）等、各事業の実施要領によ

る。

３ 事業の種類

実施主体は、地域の実情に応じて、次に掲げる事業を実

施するものとする。

（１）～（２） （略）

（３）地域福祉増進事業

地域社会の支えを必要とする要援護者の自立・就労を

セーフティネット支援対策等事業の実施について

（別紙）

セーフティネット支援対策等事業実施要綱

１（略）

２ 本事業の実施主体は、都道府県、市区町村、社会福祉協

議会（以下「社協」という。）等とする。

３ 事業の種類

実施主体は、地域の実情に応じて、次に掲げる事業を実

施するものとする。

（１）～（２） （略）

（３）地域福祉増進事業

地域社会の支えを必要とする要援護者の自立・就労を
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支援するため、福祉サービスの利用援助や苦情解決、低

所得世帯等を対象とした資金の貸付け、福祉人材の養

成・確保、さらに住民が相互に支え合う地域づくりの支

援等により、地域社会におけるセーフティネット機能を

整備する事業。

ア 地域福祉基盤整備事業

（ア）（略）

（イ）（削除）

支援するため、福祉サービスの利用援助や苦情解決、低

所得世帯等を対象とした資金の貸付け、福祉人材の養

成・確保、さらに住民が相互に支え合う地域づくりの支

援等により、地域社会におけるセーフティネット機能を

整備する事業。

ア 地域福祉基盤整備事業

（ア）（略）

（イ）福祉・介護人材確保緊急支援事業

a 福祉・介護人材確保に係る企画委員会設置運営

事業

福祉・介護人材確保に資するための事業が、

地域の実情を踏まえより効果的に実施されるよ

う、都道府県において、関係機関・団体等から

なる企画委員会を設置運営する事業。

b 福祉・介護人材定着支援事業

就労して間もない福祉・介護従事者に対し、巡

回相談等により個々にフォローアップを行い、職

場の労働環境、人間関係等に関する相談に応じる

とともに、その結果を事業者にフィードバックす

ることを通じ、福祉・介護分野に従事する者の定

着を支援する事業
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（イ）福祉人材確保推進事業（略）

（ウ）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業

（略）

（エ）都道府県喀痰吸引等研修事業

介護保険施設や障害者関係事業所等で喀痰吸引

等業務を行う介護職員等を養成するための研修を

行う事業。

（オ）～（ク） （略）

イ （略）

ウ 地域福祉等推進特別支援事業

「既存の制度のみでは充足できない問題」や「制度

の狭間にある問題」など地域社会における今日的課題

c 実習受入施設ステップアップ事業

優良や実習施設を中心として、他の実習施設と

ともに、実践事例報告会や講習会を開催するこ

と等により、実習指導のレベル向上と実習施設

間の連携を促進する事業

（ウ）福祉人材確保推進事業（略）

（エ）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業

（略）

（オ）～（ク） （略）

イ （略）

ウ 地域福祉等推進特別支援事業

「既存の制度のみでは充足できない問題」や「制度

の狭間にある問題」など地域社会における今日的課題
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の解決を目指す先駆的・試行的取組、支援を必要とす

る人々に対する福祉活動を活性化する取組、生活不安

定者に対する自立支援の取組、地域人材の活用を促進

する取組に対する支援を行う事業。

エ～オ （略）

カ 地域生活定着促進事業

高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする矯

正施設退所予定者及び退所者等の社会復帰と地域へ

の定着をより促進する事業。各都道府県に設置されて

いる「地域生活定着支援センター」が、矯正施設、保

護観察所等、と連携・協働し、矯正施設入所中から退

所後まで一貫した相談支援を実施することにより、地

域への定着を図る。

（４）～（５） （略）

４ 事業の実施

各事業の実施は次によること。ただし、「介護福祉士等

修学資金貸付事業」、「生活福祉資金貸付事業」を除く。

（１）～（２） （略）

の解決を目指す先駆的・試行的取組、支援を必要とす

る人々に対する福祉活動を活性化する取組、生活不安

定者に対する自立支援の取組に対する支援を行う事

業。

エ～オ （略）

カ 地域生活定着支援事業

高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援

を必要とする矯正施設退所者が地域において安定し

た生活を送ることができるようにするため、全国に

「地域生活定着支援センター」を整備し、福祉サービ

ス等につなげるための準備を各都道府県の保護観察

所と協働して進める事業。

（４）～（５） （略）

４ 事業の実施

各事業の実施は次によること。ただし、「介護福祉士等

修学資金貸付事業」、「生活福祉資金貸付事業」を除く。

（１）～（２） （略）
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（３）地域福祉増進事業

ア （略）

（削除）

イ 福祉人材確保重点事業実施要領（別添４）

ウ 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業実

施要領（別添５）

エ 都道府県喀痰吸引等研修事業実施要領（別添６）

オ～ス （略）

セ 地域生活定着促進事業実施要領（別添１７）

（４）～（５） （略）

５ （略）

（別添１）

自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領

１ （略）

２ 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村

（町村については福祉事務所を設置している町村に限

（３）地域福祉増進事業

ア （略）

イ 福祉・人材確保緊急支援事業実施要領（別添４）

ウ 福祉人材確保重点事業実施要領（別添５）

エ 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業実

施要領（別添６）

オ～ス （略）

セ 地域生活定着支援事業実施要領（別添１７）

（４）～（５） （略）

５ （略）

（別添１）

自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領

１ （略）

２ 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村

（町村については福祉事務所を設置している町村に限
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る。）とする。ただし、３（９）の事業については、都道

府県知事、指定都市市長、中核市市長が適切に事業を実施

できると認めた社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動

促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人（以下

「ＮＰＯ法人」という。）等も実施主体とすることができ

る。なお、実施主体が適当と認める民間団体等に事業の全

部又は一部を委託することができる。

３ 事業内容

（１）～（７） （略）

（８）社会的な居場所づくり支援事業

「社会的な居場所づくり支援事業の実施について」（平

成２３年３月３１日社援保発０３３１第１号厚生労働

省社会・援護局保護課長通知）に基づき、ＮＰＯ法人、

企業、市民等と行政とが協働する「新しい公共」により、

社会から孤立しがちな生活保護受給者への様々な社会

経験の機会の提供や、貧困の連鎖を防止するために生活

保護世帯等の子どもの学習支援を行うなど、生活保護受

給者の社会的自立を支援する取組の推進を図る。

（９） （略）

る。）とする。

３ 事業内容

（１）～（７） （略）

（８）社会的な居場所づくり支援事業

「社会的な居場所づくり支援事業の実施について」（平

成２３年３月３１日社援保発０３３１第１号厚生労働

省社会・援護局保護課長通知）に基づき、ＮＰＯ、企業、

市民等と行政とが協働する「新しい公共」により、社会

から孤立しがちな生活保護受給者への様々な社会経験

の機会の提供や、貧困の連鎖を防止するために生活保護

世帯の子どもの学習支援を行うなど、生活保護受給者の

社会的自立を支援する取組の推進を図る。

（９） （略）
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（１０）日常・社会生活及び就労自立総合支援事業（自立支

援におけるトランポリン機能の強化）

「日常・社会生活及び就労自立総合支援事業（自立支

援におけるトランポリン機能の強化）」（平成２４年４月

５日社援保発０４０５第１号厚生労働省社会・援護局保

護課長通知）に基づき、生活保護受給者及び生活保護に

至る可能性のある者を対象に、日常生活習慣の改善、就

労のための基礎技能習得、個別求人開拓等を総合的に実

施する事業。

（１１）その他の自立支援プログラム実施体制整備事業

上記（１）から（１０）までの事業以外で自立支援プ

ログラムの実施体制の整備に関する事業。

（別添２）

生活保護適正実施推進事業実施要領

１ （略）

２

（１）～（２） （略）

３ 事業内容

（１０）その他の自立支援プログラム実施体制整備事業

上記（１）から（９）までの事業以外で自立支援プロ

グラムの実施体制の整備に関する事業。

（別添２）

生活保護適正実施推進事業実施要領

１ （略）

２

（１）～（２） （略）

３ 事業内容
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（１）（略）

（２）生活保護適正化事業

ア～イ （略）

ウ 医療扶助適正実施推進事業

後発医薬品の使用促進など医療扶助の適正化対策

を推進するため、福祉事務所に医療扶助相談・指導員

を配置すること等により、生活保護受給者への助言指

導や医療機関・薬局等への制度の周知・協力依頼を行

うなど医療扶助の適正化を図る。

エ 居宅介護支援計画点検等強化事業（略）

オ 認定等事務適正化事業（略）

カ 行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化

事業（略）

キ 関係職員等研修・啓発事業（略）

ク 教務効率化事業（略）

ケ 町村福祉事務所設置推進支援事業（略）

コ その他適正化事業（略）

上記アからケまでの事業以外で生活保護をはじめ

とする社会福祉行政の適正化に資する事業

４ その他

（１）上記３（２）アの「生活保護特別指導監査事業」の実

（１）（略）

（２）生活保護適正化事業

ア～イ （略）

ウ 居宅介護支援計画点検等強化事業（略）

エ 認定等事務適正化事業（略）

オ 行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化

事業（略）

カ 関係職員等研修・啓発事業（略）

キ 教務効率化事業（略）

ク 町村福祉事務所設置推進支援事業（略）

ケ その他適正化事業

上記アからクまでの事業以外で生活保護をはじめ

とする社会福祉行政の適正化に資する事業

４ その他

（１）上記３（２）アの「生活保護特別指導監査事業」の実
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施に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 事前準備

（ア）当該事業の対象となる福祉事務所の選定に当たっ

ては、前年度の監査において、実施水準が低いなど、

特に重点的に指導が必要な福祉事務所を選定するこ

と。

（イ）当該福祉事務所の現状及び課題について事前検討

を行い、重点的着眼点を策定すること。

（ウ）監査体制については、重点的着眼点に応じ、関係

部局職員が参画するなど、監査が効果的に行える体

制とするよう努めること。

イ 一般指導監査

（ア）検討対象ケースを選定する上では、あらかじめ策

定した重点的着眼点を踏まえること。

施に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 一般指導監査

（ア）ケース検討数は、全ケース数の概ね２０％を目途

に実施すること。

その対象ケースは、①自立支援の推進、②不正受

給防止対策の徹底の観点から、稼働年齢層の者がい

る世帯及び暴力団関係者等関連ケースなどを重点

的に抽出するとともに、③他法他施策の適正な活用

の観点から、年金受給の可否の検討状況の確認のた

めに、高齢者世帯及び障害者世帯についても対象と

すること。

なお、暴力団関係者等関連ケースは全ケースを検
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（イ）（ア）によるケース検討の結果、是正改善を要す

るケースについては、改善事項及び今後の援助方針

を「ケース指導台帳」に記入し保管しておくこと。

この場合、特に是正改善が求められるケースについ

ての今後の援助方針は、現業員及び査察指導員と十

分協議の上、具体的に明確にしておくこと。

討すること。

さらに、年金受給の可否の検討状況の確認を行う

ため、これに精通する者を雇い上げる経費について、

別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補助す

るものであること。

（イ）ケース検討数の外に、①面接相談の取扱い（申請

に至らなかったケース）②保護廃止時の取扱い（辞

退による廃止ケース、指導指示違反による廃止ケー

ス、その他、廃止の適否が疑われるケース）に係る

指導援助が適切であるかを事項別検討として実施

する場合は、（ア）の個別ケース検討数は概ね１５％

とし、事項別検討分は残り５％相当として取り扱っ

て差し支えないものとする。

（ウ）（ア）によるケース検討の結果、是正改善を要す

るケース及び自立が期待されるケースについては、

改善事項及び今後の援助方針を「ケース指導台帳」

に記入し保管しておくこと。この場合、特に是正改

善が求められるケースについての今後の援助方針

は、現業員及び査察指導員と十分協議の上、具体的

に明確にしておくこと。

また、（イ）の事項別検討の結果、面接相談、申

請及び保護廃止時の指導援助が不適切である場合

には、所長等幹部職員に対して指導を徹底するとと
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（ウ）一般指導監査終了後、当該福祉事務所の抱えてい

る問題点の分析及びその改善方策について、組織的

に検討するとともに、特別指導、確認監査の方針を

決定すること。

（エ）（略）

ウ 特別指導

一般指導監査終了後、当該福祉事務所の問題事項に

かかる対応状況の把握及び指導のため、ヒアリング、

巡回指導等の特別指導を実施すること。

エ 確認監査

確認監査は、ケース指導台帳に登載したケース及び

その他の問題点の是正状況等の確認を行うため、一般

指導監査終了後６か月以上経過した後に実施するこ

と。この場合、是正点の改善状況は一般指導監査の是

正結果報告を確認監査実施前に徴し、これに基づき実

施すること。なお、確認監査後においても必要があれ

ば、再度特別指導を行うこと。

オ 実施後の措置

上記アからエの一連の取組の後、指導監査手法の検

もに、文書により具体的改善内容を指示すること。

（エ）（略）

イ 特別指導

一般指導監査終了後福祉事務所の問題事項にかか

る対応状況の把握及び指導のため、ヒアリング、巡回

指導等の特別指導を実施すること。

ウ 確認監査

確認監査は、ケース指導台帳に登載したケース及び

その他の事項別問題点の是正状況等の確認を行うた

め、一般指導監査終了後概ね６か月後に実施すること。

この場合、是正点の改善状況は一般指導監査の是正結

果報告を確認監査実施前に徴し、これに基づき実施す

ること。なお、確認監査後においても必要があれば、

再度特別指導を行うこと。
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討を行い、より適切な指導監査手法を確立すること。

カ その他

（ア）～（ウ）（略）

（２）～（３） （略）

（別添３）

民生委員・児童委員研修事業実施要領

１ （略）

２ 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。た

だし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると

認められる都道府県社協、指定都市社協、社会福祉法人又

はＮＰＯ法人等に事業の全部又は一部を委託することが

できる。

３～５ （略）

（別添４）（削除）

エ その他

（ア）～（ウ）（略）

（２）～（３） （略）

（別添３）

民生委員・児童委員研修事業実施要領

１ （略）

２ 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。た

だし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると

認められる都道府県社協、指定都市社協、社会福祉法人又

は特定非営利活動法人等に事業の全部又は一部を委託す

ることができる。

３～５ （略）

（別添４）

福祉・介護人材確保緊急支援事業実施要領
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（削除）

１ 福祉・介護人材確保に係る企画委員会設置運営事業

（１）目 的

福祉・介護人材確保に資するための事業が、地域の実

情を踏まえた総合的な対応をすることにより、事業がよ

り効果的に実施されるよう、企画委員会を設置し、管内

における福祉・介護人材の動向を踏まえた課題の整理や、

事業の具体的実施方法の検討等を行うことを通じて、福

祉・介護人材確保の各種施策を推進することを目的とす

る。

（２）実施主体

実施主体は都道府県とする。

（３）事業内容

ア 企画委員会は、次に掲げる個人、団体等に広く参加

を呼びかけ、組織するものとする。

(ア) 都道府県福祉人材センター

（イ） 福祉・介護事業者団体

（ウ） 介護福祉士・社会福祉士等による職能団体

（エ） 都道府県教育委員会や中学・高校、介護福祉士

養成施設等の教育関係者
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（削除）

（オ） 公共職業安定所、都道府県労働局等の労働関

係機関

（カ） 都道府県介護労働安定センター支部

（キ） 学識有識者

（ク） 人材定着支援アドバイザー

（ケ） その他、都道府県が必要と認める者

イ 企画委員会は、前項に掲げる多様な関係者により構

成されるものであることから、幅広い観点に立って意

見交換・検討を行い、地域の課題解決を進めていくも

のとすること。

なお、具体的には、次に掲げるような項目について

検討を行うものとすること。

(ア) 管内の福祉・介護人材の動向を踏まえた現状の

課題

（イ） 現状の課題を踏まえた福祉・介護人材定着支援

事業や、実習受入施設ステップアップ事業、障害

者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金等に

よる事業の具体的実施方法

（ウ）（イ）の実施に当たっての関係各機関の支援のあ

り方

（エ） その他管内における福祉・介護人材確保のため、

福祉・介護人材定着支援事業等以外に必要と考えら

れる取組
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（削除）

（４）留意事項

ア 従事者の受給や就業状況を把握した上で、効果的に

関連施設が推進されるよう、広域的な観点に立って、

前項(３)アに掲げる各個人、団体が連携し、福祉関係

に留まることなく、労働、教育施策を含めた総合的な

取組が推進されるよう努めること。

イ 総合的な福祉・介護人材確保対策を講じることの趣

旨について、管内の市区町村、関係団体、地域住民に

対しても幅広い周知に努めること。

ウ 本事業は、平成２１年度から平成２３年度までの３

年間の要求であるため、積極的かつ計画的に実施する

こと。

２ 福祉・介護人材定着支援事業

（１）目 的

就労して間もない福祉・介護従事者等に対し、巡回相談

等により個々にフォローアップを行い、業務上の悩み、

労働環境、人間関係等に関する相談に応じるとともに、

その結果を事業者にフィードバックすることを通じ、福

祉・介護分野に従事する者の定着を支援することを目的

とする。
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（削除）

（２）実施主体

実施主体は、都道府県とする。

ただし、都道府県が適当と認める団体に事業の全部又は

一部を委託することができる。

（３）事業内容

実施主体は、本事業を実施するため、人材定着支援ア

ドバイザーを設置し、以下の事業を実施する。

ア 就職して間もない福祉・介護従事者等の定着が図ら

れるよう、職場への定期訪問や随時相談により、業務

上の悩み、労働環境、人間関係等に関する相談に応じ、

適切な助言・指導を行う。

イ 訪問、相談等の結果を踏まえ、施設・事業者に対し、

労働環境の整備等の定着支援のための助言・指導等を

行う。

（４）実施上の留意事項

ア 人材定着支援アドバイザーは、就労して間もない福

祉・介護従事者等の定着の支援及び施設・事業所に対

する助言・指導を行うものであることから、福祉・介

護業務に精通し、専門的な知識経験を有する者をアド

バイザーとして委嘱する。

イ 訪問、相談等の結果を施設・事業所に伝達するため、
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（削除）

フォローアップ会議等を開催し、労働環境の改善に係

る助言・指導等を実施する。

ウ 本事業は、平成２１年度から平成２３年度までの３

年間の要求であるため、積極的かつ計画的に実施する

こと。

３ 実習受入施設ステップアップ事業

（１）目 的

介護福祉士等の養成課程における実習は、学習した介

護技術等の知識を実際に体験し、その技能を身につける

ものであるが、現在、実習施設指導者を養成する講習会

は実施されているものの、その後のフォローアップは、

それぞれの施設や実習指導者に委ねられている状況にあ

る。

このため、優良な実習施設を中心として、他の実習施

設とともに、実践事例報告会や講習会を開催すること等

により、実習指導のレベル向上と実習施設間の連携を促

進することを目的とする。

（２）実施主体

実施主体は、都道府県とする。

ただし、都道府県が適当と認める団体に事業の全部又
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（削除）

は一部を委託することができる。

（３）事業内容

実施主体は、本事業を実施するため、一定の要件を満

たす優良な実習施

設を選定し、当該優良施設を中心に他の実習施設ととも

に、実習指導のレベル向上と実習施設間の連携向上を図

るため、以下の事業を実施する。

ア 養成施設等の実習生を受け入れる施設のうち、豊富

な実習受入実績、利用者・家族へのコミュニケーショ

ン支援、多職種協同によるサービスの実践などを行っ

ている優良な養成施設を選定する。

イ 優良な実習施設は、他の実習施設とともに、実習指

導のレベル向上を図るための事例報告会、研修会・講

習会等を開催する。

ウ 研修会・講習会等をより効果的なものにするため、

参加施設からの相談に応じ、必要なアドバイスを行

う。

（４）留意事項

ア 実習指導のレベル向上を図るための事例報告会、研

修会・講習会は、例えば、介護等実習指導の方法に関

する研修、介護や実習等に関する実践報告会、最新の
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（別添４）

福祉人材確保重点事業実施要領

１ 都道府県福祉人材確保センターが行う福祉人材確保重

点事業

（１）～（２） （略）

（３）事業内容

ア 基本事業

（ア）福祉に関する啓発活動の実施

福祉サービスに関する理解と関心を高め、社会福

施策等に関する研修等、実習施設の実情に応じたテー

マを選定し実施する。

また、定期的に意見交換や実習指導者連絡会議等を

実施し、実習施設

間の連携に努める。

イ 事例報告会等の参加に要する交通費又は参加に伴

う代替職員に係る経費など、単に事業者負担を軽減す

るような経費は国庫補助の対象とならない。

ウ 本事業は、平成２１年度から平成２３年度までの３

年間の要求であるため、積極的かつ計画的に実施する

こと。

（別添５）

福祉人材確保重点事業実施要領

１ 都道府県福祉人材確保センターが行う福祉人材確保重

点事業

（１）～（２） （略）

（３）事業内容

ア 基本事業

（ア）福祉人材無料職業紹介事業の実施

福祉分野において労働者を雇用しようとする求
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祉を目的とする事業への就労を促進するための啓

発・広報を行う。

（イ） 社会福祉事業従事者の確保に関する調査研

究の実

施

都道府県内の社会福祉事業の人材確保の現状と今

後の動向についての情報収集及び調査研究を行う。

人者と就業しようとする求職者の申し込みを受け、

両者間の雇用関係を成立させるため無料であっせ

んを行う。

なお、福祉人材無料職業紹介事業のあっせん対象

機関等については、「都道府県福祉人材センター等

で行う無料職業紹介事業の取扱いについて」（平成

１８年２月１７日社援発第０２１７００１号本職

通知）に留意すること。

（イ）社会福祉事業に従事しようとする者に対する説明

会、講習会等の実施

ａ 社会福祉施設関係者等の参加も求め、就職説明

会等を実施し、求職者等に対し福祉に関する事業

の概要、求人内容等を説明する。また、求職者が

社会福祉施設等を訪問する機会を設定する。

ｂ 社会福祉事業経験者再就労講習会等の実施

社会福祉施設等での就労経験のある者であっ

て、再就労の意欲のある者に対して広く呼びか

け、必要な福祉に関する新しい知識・技術の修得

のための講習会等を実施する。

ｃ 福祉講座の開催及び援助等

市町村社協等と協力し、住民のニーズに即した

知識・技術や、福祉の仕事に関する講座を開催す

るとともに、各種研修会等の企画や講師の紹介等
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（ウ）福祉人材確保相談援助の実施

社会福祉事業経営者に対し、社会福祉事業従事者

の確保に関する相談に応じ、基本指針に規定する措

置の実施に関する技術的事項について必要な援助

を行う。

（エ）社会福祉事業従事者に対する研修の企画及び実施

社会福祉事業従事者に対し、必要な知識及び専門

技術等に関する研修の企画及び実施を行う。

（オ）社会福祉事業従事者の確保に関する説明会、講習

会等の実施

社会福祉事業に従事しようとする者等に対し、就

職説明会や講習会、福祉講座等を実施する。

（カ）社会福祉事業に従事しようとする者に対する就業

の援助の実施

福祉分野において労働者を雇用しようとする求人

者と就業しようとする求職者の申し込みを受け、両

者間の雇用関係を成立させるため無料であっせんや

求人情報の提供等を行う。

なお、福祉人材無料職業紹介事業のあっせん対象

機関等については、「都道府県福祉人材センター等で

に関する援助を行う。

（ウ）社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究の実

施

都道府県内の社会福祉事業の人材確保の現状と

今後の動向についての情報収集及び調査研究を行

う。

（エ）社会福祉事業従事者に対する研修の企画及び実施

社会福祉事業従事者に対し、必要な知識及び専門

技術等に関する研修の企画及び実施を行う。

（オ）福祉人材確保相談事業

社会福祉事業経営者に対し、社会福祉事業従事者

の確保に関する相談に応じ、基本指針に規定する措

置の実施に関する技術的事項について必要な援助

を行う。

（カ）福祉に関する啓発・広報事業の推進

福祉サービスに関する理解と関心を高め、社会福

祉を目的とする事業への就労を促進するための啓

発・広報事業を行う。
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行う無料職業紹介事業の取扱いについて」（平成１８

年２月１７日社援発第０２１７００１号本職通知）

に留意すること。

（キ）その他、社会福祉事業従事者の確保に資する業務

の実施

イ 重点事業

基本事業に掲げる事業（（カ）の福祉人材無料職業

紹介事業を除く）のうち、それぞれの地域に応じた需

要に対する重点的事業、先駆的・試行的事業又は福祉

人材確保重点実施期間に関連して行われる事業であ

って、その地域で特に必要とされ、効果が見込まれる

事業として厚生労働大臣が認めた事業。

（４）留意事項

ア～エ （略）

オ 職業安定法との関係

（ア）福祉人材無料職業紹介事業については、職業安定

法に基づく許可を受けなければならない。

（イ） （略）

カ～キ （略）

（キ）その他、社会福祉事業従事者の確保に資する事業

の実施

イ 重点事業

基本事業の（イ）から（キ）までに掲げる事業のう

ち、潜在的マンパワーの掘り起こし、福祉・介護分野

への障害者雇用の促進等、それぞれの地域に応じた需

要に対する重点的事業、先駆的・試行的事業又は福祉

人材確保重点実施期間に関連して行われる事業であ

って、その地域で特に必要とされ、効果が見込まれる

事業として厚生労働大臣が認めた事業。

（４）留意事項

ア～エ （略）

オ 職業安定法との関係

（ア）福祉人材無料職業紹介事業については、職業安定

法第３３条に基づく許可を受けなければならない。

（イ） （略）

カ～キ （略）

（５）その他 （略）
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（５）その他 （略）

２ 福祉人材バンクが行う福祉人材確保重点事業

（１）～（２） （略）

（３）事業内容

ア 基本事業

（ア）福祉サービスに関する啓発活動の実施

地域住民に対し、福祉サービスに関する理解と関

心を高め、社会福祉を目的とする事業への就労を促

進するための啓発・広報を行う。

（イ）社会福祉事業に従事しようとする者に対する就業

の援助の実施

福祉分野において労働者を雇用しようとする求人

者と就業しようとする求職者の申し込みを受け、両

者間の雇用関係を成立させるため無料であっせんや

２ 福祉人材バンクが行う福祉人材確保重点事業

（１）～（２） （略）

（３）事業内容

ア 基本事業

（ア）福祉人材無料職業紹介事業の実施

福祉分野において労働者を雇用しようとする求

人者と就業しようとする求職者の申し込みを受け、

両者間の雇用関係を成立させるため無料であっせ

んを行う。

なお、福祉人材無料職業紹介事業のあっせん対象

機関等については、「都道府県福祉人材センター等

で行う無料職業紹介事業の取扱いについて」（平成

１８年２月１７日社援発第０２１７００１号本職

通知）に留意すること。

（イ）福祉サービスに関する啓発・広報事業の推進

地域住民に対し、福祉サービスに対する理解と関

心を高め、社会福祉を目的とする事業への就労を促

進するための啓発・広報事業を行う。
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求人情報の提供等を行う。

なお、福祉人材無料職業紹介事業のあっせん対象

機関等については、「都道府県福祉人材センター等で

行う無料職業紹介事業の取扱いについて」（平成１８

年２月１７日社援発第０２１７００１号本職通知）

に留意すること。

（ウ） （略）

イ 重点事業

基本事業に掲げる事業（（イ）の福祉人材無料職業

紹介事業を除く）のうち、それぞれの地域に応じた需

要に対する重点的事業、先駆的・試行的事業又は福祉

人材確保重点月間（仮称）に関連して行われる事業で

あって、その地域で特に必要とされ、効果が見込まれ

る事業として厚生労働大臣が認めた事業。

（４）留意事項

ア～ウ （略）

エ 職業安定法との関係

（ア）福祉人材無料職業紹介事業については、職業安定

（ウ） （略）

イ 重点事業

基本事業に掲げる事業のうち、潜在的マンパワーの

掘り起こし、福祉・介護分野への障害者雇用の促進等、

それぞれの地域に応じた需要に対する重点的事業、先

駆的・試行的事業又は福祉人材確保重点月間（仮称）

に関連して行われる事業であって、その地域で特に必

要とされ、効果が見込まれる事業として厚生労働大臣

が認めた事業。

（４）留意事項

ア～ウ （略）

エ 職業安定法との関係

（ア）福祉人材無料職業紹介事業の実施に当たっては、
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法に基づく許可を受けなければならない。

（イ） （略）

オ （略）

（別添５）

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業実施要領

（略）

（別添６）

都道府県喀痰吸引等研修事業実施要領

１ 目的

介護職員等による喀痰吸引等がより安全に提供されるた

め、適切に喀痰吸引等の行為を行うことができる介護職員

等を養成することを目的とし、研修事業等を実施する。

２ 実施主体

実施主体は、都道府県とする。ただし、喀痰吸引等の研

修事業については、事業の全部又は一部を適切な事業運営

が確保できると認められる研修実施機関に委託できるも

のとする。

職業安定法第３３条に基づく、福祉人材無料職業紹

介事業の許可を受けなければならない。

（イ） （略）

オ （略）

（別添６）

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業実施要領

（略）
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３ 対象者

（１）第一号、第二号研修

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人

ホーム、グループホーム、障害者（児）施設等（医療

施設を除く）、訪問介護事業者等に就業している介護

職員等（介護福祉士を含む。）を対象とする。

（２）第三号研修

介護福祉士、障害者（児）サービス事業所及び障害

者（児）施設、介護保険施設等（医療機関を除く。）

に就業している介護職員等（介護福祉士を含む。）や、

特別支援学校の教員、保育士等、特定の利用者に対し

て喀痰吸引等の行為を行う必要のある者を対象とす

る。

４ 事業内容

（１）介護職員に対する喀痰吸引等の研修事業

ア 第一号、第二号研修事業

特別養護老人ホーム等施設及び居宅において喀

痰吸引等業務を行う介護職員等を養成するため、都

道府県単位で研修を実施する。

研修については「社会福祉士及び介護福祉士法施

行規則の一部を改正する省令」（平成 23 年厚生労働
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省令第 126 号）の別表第一、第二に規定する基本研

修（講義、演習）及び、実地研修を行う。研修の詳

細な実施方法等については、別途定める喀痰吸引等

研修実施要綱に基づき実施し、全課程を修了した者

に対しては修了証明書を都道府県知事より交付す

る。

イ 第三号研修事業

障害者支援施設等において喀痰吸引等業務を行

う介護職員等を養成するため、都道府県単位で研修

を実施する。

研修については「社会福祉士及び介護福祉士法施

行規則の一部を改正する省令」（平成 23 年厚生労働

省令第 126 号）の別表第三に規定する基本研修（講

義、演習）及び、実地研修を行う。研修の詳細な実

施方法等については、別途定める喀痰吸引等研修実

施要綱に基づき実施し、全課程を修了した者に対し

ては修了証明書を都道府県知事より交付する。

（２）その他の事業

ア 都道府県「研修実施委員会」設置促進事業

喀痰吸引等の研修事業を効果的に実施するため

に、各都道府県において研修実施委員会を設置、運
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営する。 委員会では研修機関の確保も含めた平成

２４年度の研修実施計画を策定する他、研修指導者

の選定や研修で用いる教材の選定等を行う。

イ 指導者育成事業

介護職員に対するたんの吸引等の研修において

指導にあたる者に対して、国の指導者講習を受講し

た者による事前の講習会（伝達講習）を実施する。

ウ その他

都道府県喀痰吸引等研修の円滑な実施に必要と

考えられる事業。

５ その他

（１） 別途定める研修実施要綱は、「社会福祉士及び介護

福祉士法の一部を改正する法律の施行について」（平

成２３年１１月１１日社援発１１１１第１号厚生労

働省社会・援護局長通知）に基づく喀痰吸引等研修

実施要綱とする。

（２） 経理については、「４ 事業内容」に掲げる区分（ア、

イ等の最小事業単位）ごとに管理するものとする。
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（３） 本事業終了後は、交付に係る報告書の他、別途定

める様式に従って研修修了者数等について報告を

行うこと。

（別添７） （略）

（別添８）

社会福祉法人新会計基準研修事業実施要領

１ 目的

社会福祉法人の会計処理については、様々なルールが併

存していたことを踏まえ、会計処理基準を一元化し、経営

実態をより正確に反映するために、新たな社会福祉法人会

計基準（以下「新会計基準」という。）が制定されたこと

に伴い、新会計基準の適切な運用が図られるよう必要な知

識を修得させることを目的とする。

２～５ （略）

（別添９）～（別添１０） （略）

（別添１１）

日常生活自立支援事業実施要領

（別添７） （略）

（別添８）

社会福祉法人新会計基準研修事業実施要領

１ 目的

社会福祉法人の会計処理については、様々なルールが併

存していたことを踏まえ、会計処理基準を一元化し、経営

実態をより正確に反映するために、新たな社会福祉法人会

計基準（以下「新会計基準」という。）を制定することに

伴い、新会計基準の適切な運用が図られるよう必要な知識

を修得させることを目的とする。

２～５ （略）

（別添９）～（別添１０） （略）

（別添１１）

日常生活自立支援事業実施要領
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１ （略）

２ 実施主体

実施主体は、都道府県社協又は指定都市社協とする。た

だし、実施主体は、本事業の一部を次に掲げる者に委託で

きるものとする。

（１）～（４） （略）

（５）ＮＰＯ法人

（６） （略）

３～５ （略）

４ 事業の実施内容

（１）～（２） （略）

（３）福祉サービス利用援助事業の普及及び啓発

実施主体は、福祉サービス利用援助事業が周知され、

福祉サービス利用援助事業の対象者を支援するＮＰＯ

法人、団体等多様な団体が参画し、本事業が実施される

よう、普及及び啓発に努めること。

５ （略）

１ （略）

２ 実施主体

実施主体は、都道府県社協又は指定都市社協とする。た

だし、実施主体は、本事業の一部を次に掲げる者に委託で

きるものとする。

（１）～（４） （略）

（５）特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非

営利活動法人

（６） （略）

３ （略）

４ 事業の実施内容

（１）～（２） （略）

（３）福祉サービス利用援助事業の普及及び啓発

実施主体は、福祉サービス利用援助事業が周知され、

福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する特定非

営利活動法人、団体等多様な団体が参画し、本事業が実

施されるよう、普及及び啓発に努めること。

５ （略）
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（別添１３）

地域福祉等推進特別支援事業実施要領

１ （略）

２ 事業内容

（１）地域福祉推進のための先駆的・試行的事業

ア 小地域福祉活動推進事業

（ア）実施主体

実施主体は、市区町村（指定都市及び中核市を除

く。）、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、公益法人、その

他厚生労働大臣が適当と認める団体とする。ただ

し、市区町村は、地域の実情に応じ、適切な事業運

営が確保できると認められる社会福祉法人等に事

業の全部又は一部を委託することができる。

（イ）（略）

イ 広域福祉活動推進事業

（ア）実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市、社会

福祉法人、ＮＰＯ法人、公益法人、その他厚生労働

（別添１３）

地域福祉等推進特別支援事業実施要領

１ （略）

２ 事業内容

（１）地域福祉推進のための先駆的・試行的事業

ア 小地域福祉活動推進事業

（ア）実施主体

実施主体は、市区町村（指定都市及び中核市を除

く。）、社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法

人、その他厚生労働大臣が適当と認める団体とす

る。ただし、市区町村は、地域の実情に応じ、適切

な事業運営が確保できると認められる社会福祉法

人等に事業の全部又は一部を委託することができ

る。

（イ）（略）

イ 広域福祉活動推進事業

（ア）実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市、社会

福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人、その他

厚生労働大臣が適当と認める団体とする。ただし、
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大臣が適当と認める団体とする。ただし、都道府県、

指定都市、中核市は、地域の実情に応じ、適切な事

業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に

事業の全部又は一部を委託することができる。

（イ）（略）

ウ （略）

（２）地域福祉活動等を活性化する事業

ア 地域において支援を必要とする人々に対する福祉活

動を活性化する取組

（ア）実施主体

実施主体は、市区町村（指定都市及び中核市を含

む。）とする。

ただし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確

保できると認められる社協等に事業の全部又は一部

を委託することができる。

（イ）（略）

（ウ）専任担当者の資格について

専任担当者は、原則として社会福祉士とする。

都道府県、指定都市、中核市は、地域の実情に応じ、

適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉

法人等に事業の全部又は一部を委託することができ

る。

（イ）（略）

ウ （略）

（２）地域福祉活動等を活性化する事業

ア 地域において支援を必要とする人々に対する福祉活

動を活性化する取組

（ア）実施主体

実施主体は、市区町村（指定都市及び中核市を含

む。）とする。

ただし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確

保できると認められる社会福祉協議会等に事業の全

部又は一部を委託することができる。

（イ）（略）

（ウ）専任担当者の資格について

専任担当者は、原則として社会福祉士とする。

ただし、これに準ずる者として、市区町村社会福祉
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ただし、これに準ずる者として、市区町村社協の福

祉活動専門員としての実務経験がある者、介護支援

専門員としての実務経験がある者等相談援助業務の

実務経験がある者のうち、市区町村が適当と認めた

者をあてることができる。

イ 生活不安定者に対する自立支援の取組

（ア）～（イ） （略）

（ウ）自立支援相談員の資格について

自立支援相談員は、原則として社会福祉士とする。

ただし、これに準ずる者として、福祉事務所の現業

員、地域包括支援センターの職員、介護支援専門員、

市区町村社協の相談員等相談援助業務の実務経験があ

る者のうち、市区町村が適当と認めた者をあてること

ができる。

（３）地域人材活用支援事業

ア 実施主体

実施主体は、都道府県又は市区町村とする。ただし、

地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認

められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託

協議会の福祉活動専門員としての実務経験がある

者、介護支援専門員としての実務経験がある者等相

談援助業務の実務経験がある者のうち、市区町村が

適当と認めた者をあてることができる。

イ 生活不安定者に対する自立支援の取組

（ア）～（イ） （略）

（ウ）自立支援相談員の資格について

自立支援相談員は、原則として社会福祉士とする。

ただし、これに準ずる者として、福祉事務所の現業

員、地域包括支援センターの職員、介護支援専門員、

市区町村社会福祉協議会の相談員等相談援助業務の実

務経験がある者のうち、市区町村が適当と認めた者を

あてることができる。
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することができる。

イ 実施内容

（ア）地域の人材登録

地域で社会貢献活動を行う意欲のある定年退職者

等の潜在的な人材を発掘するため、広報活動や関係

団体への依頼等を行い、貢献活動を希望する者（以

下「貢献活動希望者」という。）の氏名、資格、職歴、

特技、希望する支援活動や活動地域等のデータの登

録を行い、支援者リストを作成する。

（イ）利用者の登録

事業の趣旨を住民に周知し、貢献活動希望者によ

る支援を希望する者を登録し、利用者リストを作成

する。

（ウ）コーディネーターの配置

貢献活動希望者を支援活動に結びつけるコーディ

ネーターを配置し、貢献活動希望者の派遣調整等を

行う。

（エ）コーディネーターの養成

研修等の実施によりコーディネーターの養成を行

う。

ウ 留意事項
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（ア）事業を実施するに当たっては、都道府県と市区町

村において役割分担等の調整を行うこと。

（イ）コーディネーターは、地域で福祉活動を行ってい

る者等、地域の実情を把握している者とする。

（ウ）貢献活動希望者には、研修や資料の配付等を行い、

円滑な支援が可能となるよう配慮すること。

（エ）支援内容に応じ、貢献活動希望者への実費等の支

給や利用者からの利用料の徴収を行うことは差し支

えない。

（別添１４）

安心生活創造事業実施要領

１～３ （略）

４ 事業内容

実施主体は、次に掲げる事業を行うものとする。

（１）（略）

（２）基本事業を推進するための取組

ア～ウ （略）

エ これまで本事業に取り組んできた地域福祉推進市

町村による先駆的取組の普及への協力

（別添１４）

安心生活創造事業実施要領

１～３ （略）

４ 事業内容

実施主体は、次に掲げる事業を行うものとする。

（１）（略）

（２）基本事業を推進するための取組

ア～ウ （略）

５ （略）
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５ （略）

（別添１５） （略）

（別添１６）

地域生活定着促進事業実施要領

１ 目的

本事業は、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要と

する矯正施設（以下、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年

院を指す。）退所予定者及び退所者等に対し、各都道府県

の設置する「地域生活定着支援センター（以下「センター」

という。）」が、矯正施設、保護観察所等と連携・協働しつ

つ、矯正施設入所中から退所後まで一貫した相談支援を実

施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を

支援し、再犯防止対策に資することを目的とする。

２ 実施主体（略）

３ 事業内容

事業の内容は、次に掲げるものとする。

（別添１５） （略）

（別添１６）

地域生活定着支援事業実施要領

１ 目的

本事業は、高齢であり、又は障害を有するため、福祉的

な支援を必要とする矯正施設（以下、刑務所、少年刑務所、

拘置所、少年院を指す。）退所予定者について、本人が矯

正施設入所中から退所後直ちに福祉サービス等（障害者手

帳の発給、社会福祉施設への入所など）につなげるための

準備を、各都道府県の保護観察所と協働して進める地域生

活定着支援センター（以下「センター」という。）を都道

府県に設置することにより、司法と福祉が連携して、矯正

施設退所者の社会復帰を支援し、再犯防止対策に資するこ

とを目的とする。

２ 実施主体（略）

３ 事業内容

事業の内容は、次に掲げるものとする。

（１）センターの設置



（改正後） （現行）

37

（１）センターの設置

ア 設置か所数

センターは、保護観察所、矯正施設の設置状況を考

慮し、原則として都道府県に各１か所とする。

イ 名称（略）

（２）センターの事業内容

センターは、矯正施設、各都道府県の保護観察所、及

び地域の関係機関と連携・協働し、以下の業務を行う。

なお、事業を行う上では、「地域生活定着支援センター

の事業及び運営に関する指針」（平成２１年５月２７日

社援総発第０５２７００１号）に十分留意されたい。

ア 矯正施設退所予定者の帰住地調整支援を行うコー

ディネート業務

イ 矯正施設退所者の施設等への定着支援を行うフォ

ローアップ業務

ア 設置か所数

センターは、保護観察所、矯正施設所在地を配慮し、

原則として都道府県に各１か所とする。

イ 名称（略）

（２）センターの事業内容

センターは、各都道府県の保護観察所と連携して、①

退所後に必要な福祉サービス等ニーズの把握、帰住予定

地のセンターとの連絡等の事前調整を行う、矯正施設所

在地において果たす役割と、②退所予定者の福祉サービ

ス等利用の受入調整を行う帰住予定地において果たす

役割の２つの役割を併せ持つものとし、次の事業を行

う。

ア 保護観察所からの依頼を受けて、保護観察所と共

に矯正施設内で対象者と面接し、退所後に必要とな

る福祉サービス等の聞き取りを行う。

イ 帰住予定地が対象者の矯正施設と同一の都道府県

内である場合は、必要となる福祉サービス等（※）

の申請の事前準備を支援するとともに、地域におけ

る福祉のネットワークと連携し、グループホーム、

ケアホームや社会福祉施設など退所後の受入先を探

す。

なお、他の都道府県のセンターから当該都道府県
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ウ 矯正施設退所者等への福祉サービス等についての

相談支援業務

エ 地域のネットワークの構築と連携促進業務

センター、保護観察所、受入先となる関係機関等

による連絡協議会等において、情報交換、対象者の退

所後の生活についての検討を行うなど、恒常的な連携

が確保できるよう努める。また、矯正施設退所者等が

継続した地域生活を送るために、地域の関係機関が適

切な支援を実施できるよう、普段から会議や研修会を

実施するなど連携及び地域の支援技術の向上に努め

る。

オ 情報発信業務

センターは、本事業について、地域住民の理解が得

られるよう普及啓発に努める。

内に帰住予定の対象者がいる旨の連絡が入った場合

も同様とする。

ウ 帰住予定地が他の都道府県である場合は、当該他の

都道府県のセンターに連絡し、対応を依頼する。

エ 保護観察所からの依頼に基づき、対象者が退所した

後に円滑に福祉サービス等を受けられるようにする

ための調整に関する計画（福祉サービス等調整計画）

を作成し、保護観察所に提出する。

オ センター、保護観察所、受入先となる関係機関等に

よる連絡協議会等において、情報交換、対象者の退所

後の生活についての検討を行うなど、恒常的な連携が

確保できるよう努める。

カ 情報発信

センターは、本事業について、地域住民の理解が得

られるよう普及啓発に努める。

（※）主な福祉サービス等

〔高齢者〕

老齢年金等、生活福祉資金、介護保険制度、医療
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（３）実施体制

ア 職員の配置

センターの職員は６名の配置を基本とし、社会福祉

士、精神保健福祉士等の資格を有する者又はこれらと

同等に業務を行うことが可能であると認められる職

員を１名以上配置する。

イ センターの開所日（略）

４ 対象者

（１）高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を

必要とする矯正施設退所予定者及び退所者。

（２）その他、センターが福祉的な支援を必要とすると認め

るもの。

５ 実施上の留意事項（略）

保険制度等

〔障害者〕

障害年金等、生活福祉資金、障害者手帳、障害保

健福祉制度、医療保険制度 等

（３）実施体制

ア 職員の配置

センターの職員は４名の配置を基本とし、社会福祉

士、精神保健福祉士等の資格を有する者又はこれらと

同等に業務を行うことが可能であると認められる職

員を１名以上配置する。

イ センターの開所日（略）

４ 対象者

（１）高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を

必要とする矯正施設退所予定者。

（２）入所中にセンターが相談に応じた矯正施設退所者等

で、センターが福祉的な支援を必要とすると認めるも

の。

５ 実施上の留意事項（略）
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（別添１７）

社会的包摂・「絆」再生事業実施要領

第１ 目的

本事業は、ホームレス又は現に失業状態又は日雇労働等

の不安定な就労関係にあり、かつ、定まった住居を喪失し

簡易宿泊所、終夜営業店舗等に寝泊まりするなどの不安定

な居住関係にある者（以下「ホームレス等」という。）、あ

るいは地域で孤立した生活を営む者であり、かつ、支援が

なければ路上生活等に陥るおそれのある者（ニート、ひき

こもり、刑務所出所者、各種制度の隙間にいる者など。以

下「生活困窮者」という。）に対して、本要領第３の１に掲

げる巡回相談、宿所の提供、生活指導等に係る事業をＮＰ

Ｏ法人等民間支援団体と連携し、地域の実情に応じて一体

的に行うことにより、これらの者が地域社会で自立し、安

定した生活を営めるよう支援することを目的とする。

また、コミュニティが弱体化した地域において、高齢者、

障害者、離職を余儀なくされた若年層等声を出しにくい者

に配慮した、誰もが参加できる社会的包摂の仕組みを取り

入れ、地域コミュニティの復興を図ることを目的とする。

（別添１７）

社会的包摂・「絆」再生事業実施要領

第１ 目的

本事業は、ホームレス又は現に失業状態又は日雇労働等

の不安定な就労関係にあり、かつ、定まった住居を喪失し

簡易宿泊所、終夜営業店舗等に寝泊まりするなどの不安定

な居住関係にある者（以下「ホームレス等」という。）、あ

るいは地域で孤立した生活を営む者であり、かつ、支援が

なければ路上生活等に陥るおそれのある者（ニート、ひき

こもり、刑務所出所者、各種制度の隙間にいる者など。以

下「生活困窮者」という。）に対して、本要領第３の１に掲

げる巡回相談、宿所の提供、生活指導等に係る事業を特定

非営利活動法人等民間支援団体と連携し、地域の実情に応

じて一体的に行うことにより、これらの者が地域社会で自

立し、安定した生活を営めるよう支援することを目的とす

る。

また、コミュニティが弱体化した地域において、高齢者、

障害者、離職を余儀なくされた若年層等声を出しにくい者

に配慮した、誰もが参加できる社会的包摂の仕組みを取り

入れ、地域コミュニティの復興を図ることを目的とする。

第２ 実施主体
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第２ 実施主体

実施主体は、都道府県又は市区町村（地方自治法第２８

４条第２項に規定する一部事務組合及び同条第３項に規定

する広域連合を含む）とする。ただし、次の第３の１（５）

に掲げるＮＰＯ等民間支援団体が行う生活困窮者等支援事

業及び第３の２に掲げる地域コミュニティ復興支援事業に

限っては、都道府県知事が適切に事業を実施できると認め

た社会福祉法人、ＮＰＯ法人、公益法人、その他都道府県

知事が適当と認める団体（以下「ＮＰＯ等民間支援団体」

という。）も実施主体に含めるものとする。

また、都道府県又は市区町村は次の第３の１（２）に掲

げるホームレス自立支援事業における利用対象者及びサー

ビス内容の決定を除き、事業の全部又は一部を適切な運営

が確保できると認められる社会福祉法人、ＮＰＯ法人等に

委託して実施することができる。

なお、都道府県は各実施主体が行う事業内容等を審査し、

本事業の進捗管理を適切に行うとともに、本事業に係る緊

急雇用創出事業臨時特例基金の適切な執行に努めるものと

する。

第３ 事業

１ ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業

（１）ホームレス総合相談推進事業

実施主体は、都道府県又は市区町村（地方自治法第２８

４条第２項に規定する一部事務組合及び同条第３項に規定

する広域連合を含む）とする。ただし、次の第３の１（５）

に掲げるＮＰＯ等民間支援団体が行う生活困窮者等支援事

業及び第３の２に掲げる地域コミュニティ復興支援事業に

限っては、都道府県知事が適切に事業を実施できると認め

た社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人、その他

都道府県知事が適当と認める団体（以下「ＮＰＯ等民間支

援団体」という。）も実施主体に含めるものとする。

また、都道府県又は市区町村は次の第３の１（２）に掲

げるホームレス自立支援事業における利用対象者及びサー

ビス内容の決定を除き、事業の全部又は一部を適切な運営

が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動

法人等に委託して実施することができる。

なお、都道府県は各実施主体が行う事業内容等を審査し、

本事業の進捗管理を適切に行うとともに、本事業に係る緊

急雇用創出事業臨時特例基金の適切な執行に努めるものと

する。

第３ 事業

１ ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業

（１）ホームレス総合相談推進事業

ア～ウ （略）
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ア～ウ （略）

エ 実施上の留意事項

（ア）～（ウ） （略）

（エ）関係者・関係機関との連携・協力

本事業の実施に当たっては、福祉事務所、保健所、

公共職業安定所等と十分な連携を図るとともに、社

協、社会福祉士会、ＮＰＯ法人、ボランティア団体

等の民間団体、民生委員・児童委員、地域住民、施

設管理者等との連携・協力による相談活動に努める

こと。

（オ）（略）

（２）ホームレス自立支援事業

ア～オ （略）

カ 実施上の留意事項

（ア）～（オ） （略）

（カ）地域社会との連携

本事業の実施に当たって、地域社会の理解が得ら

れるよう、例えば、センターの利用者が地域の清掃

活動を行う等地域住民との交流を深めるとともに、

ＮＰＯ法人、民間支援団体等との定期的な情報交換

や地元自治会等を含めた協議会を設けるなど、地域

に密着した事業の運営が行えるよう配慮すること。

エ 実施上の留意事項

（ア）～（ウ） （略）

（エ）関係者・関係機関との連携・協力

本事業の実施に当たっては、福祉事務所、保健所、

公共職業安定所等と十分な連携を図るとともに、社

協、社会福祉士会、特定非営利活動法人、ボランテ

ィア団体等の民間団体、民生委員・児童委員、地域

住民、施設管理者等との連携・協力による相談活動

に努めること。

（オ）（略）

（２）ホームレス自立支援事業

ア～オ （略）

カ 実施上の留意事項

（ア）～（オ） （略）

（カ）地域社会との連携

本事業の実施に当たって、地域社会の理解が得ら

れるよう、例えば、センターの利用者が地域の清掃

活動を行う等地域住民との交流を深めるとともに、

特定非営利活動法人、民間支援団体等との定期的な

情報交換や地元自治会等を含めた協議会を設けるな

ど、地域に密着した事業の運営が行えるよう配慮す

ること。
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（キ）～（ケ） （略）

（３）（略）

（４）ホームレス能力活用推進事業

ア （略）

イ 実施上の留意事項

（ア）関係者・関係機関との連携

本事業の実施に当たっては、福祉事務所、センタ

ー及びシェルターと十分な連携を図るとともに、Ｎ

ＰＯ法人、民間支援団体、地元自治体・企業等の協

力が得られるよう努めること。

（イ）（略）

（５）（略）

２ 地域コミュニティ復興支援事業

（１）事業内容

本事業は、東日本大震災等の影響により弱体化した地

域のコミュニティを再構築し、地域で孤立する恐れがあ

る者に対する生活相談や居場所づくり等の支援を面的に

行うため、次に掲げる事業の全部又は一部を組み合わせ

（キ）～（ケ） （略）

（３）（略）

（４）ホームレス能力活用推進事業

ア （略）

イ 実施上の留意事項

（ア）関係者・関係機関との連携

本事業の実施に当たっては、福祉事務所、センタ

ー及びシェルターと十分な連携を図るとともに、特

定非営利活動法人、民間支援団体、地元自治体・企

業等の協力が得られるよう努めること。

（イ）（略）

（５）（略）

２ 地域コミュニティ復興支援事業

（１）事業内容

本事業は、東日本大震災等の影響により弱体化した地

域のコミュニティを再構築し、地域で孤立する恐れがあ

る者に対する生活相談や居場所づくり等の支援を面的に

行うため、次に掲げる事業の全部又は一部を組み合わせ

て一体的に実施するものとする。
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て一体的に実施するものとする。

ただし、ウの事業は必ず実施するものとし、加えてア

又はイのいずれかの事業を必ず実施するものとする。

ア～イ （略）

ウ 関係者間の総合調整を行う事業

本事業を円滑に実施するため、次に掲げる連絡会議

の開催等により、関係者間の総合調整や、他の都道府

県又は市町村等との連携を行う。

（ア）行政、社協、社会福祉法人又はＮＰＯ法人等の関

係者による事業の実施方針の検討や情報交換等を行

う会議の開催。

（イ）～（ウ） （略）

エ （略）

（２） （略）

（３） 実施上の留意事項

ア 関係者・関係機関等との連携・協力

本事業の実施に当たっては、社協、民生委員・児童

委員、ボランティア団体、各職能団体、関係相談機関、

民間企業等と十分な連携・協力を行うことにより効果

ただし、ウの事業は必ず実施するものとし、加えてア

又はイのいずれかの事業を必ず実施するものとする。

ア～イ （略）

ウ 関係者間の総合調整を行う事業

本事業を円滑に実施するため、次に掲げる連絡会議

の開催等により、関係者間の総合調整や、他の都道府

県又は市町村等との連携を行う。

（ア）行政、社会福祉協議会、社会福祉法人又は特定非

営利活動法人等の関係者による事業の実施方針の検

討や情報交換等を行う会議の開催。

（イ）～（ウ） （略）

エ （略）

（２） （略）

（３） 実施上の留意事項

ア 関係者・関係機関等との連携・協力

本事業の実施に当たっては、社会福祉協議会、民生

委員・児童委員、ボランティア団体、各職能団体、関

係相談機関、民間企業等と十分な連携・協力を行うこ

とにより効果的な事業の実施に努めること。
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的な事業の実施に努めること。

イ～ウ （略）

（別添１８）～（別添２２） （略）

イ～ウ （略）

（別添１８）～（別添２２） （略）


